
政
令
第

号

航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三
十
五
条
及
び
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。航

空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
無
人
航
空
機
の
登
録
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
八
条

法
第
百
三
十
五
条
第
二
十
三
号
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
二
千
四
百
円
（
法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
登
録
又
は
法
第
百
三
十
一
条
の
八
第
一
項
の
登
録
の
更

新
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
等
の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
登
録
等
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
登
録
等
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
二
千
円
）
と
す
る
。



２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
者
が
当
該
登
録
等
の
申
請
を
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

当
該
登
録
等
の
申
請
を
行
う
者
が
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

九
百
円
（
当
該
登
録
等
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
登
録
等

の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
登
録
等
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
八
百
九
十
円
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

千
四
百
五
十
円
（
当
該
登
録
等
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
登
録
等
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
登
録
等
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
千
五
十
円
）



別
表
第
一
第
一
号
中
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
」

と
い
う
。
）
証
明
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
「
電
子
証
明
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、

「
（
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ

る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
承
認
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
「
電
子
承
認
申
請
の
場
合
」
と

い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
四

号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
電
子
証

明
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
認
定
を
申
請
す
る
場
合
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
認
定
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
認
定
申
請
の

」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
許
可
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
許
可
申
請
の

場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
許
可
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、

同
表
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
検
査
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
「
電
子
検
査
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を



「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
検
査
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
の
規
定
中
「
電
子
検
査
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
）

２

改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
者
が
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ

い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



理

由

無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
無
人
航
空
機
の
登
録
を
申
請
す
る
者

等
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


